
（目的）

第１条 この要綱は、私立幼稚園に対し、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大防止（以下「感染拡大防止」という。）に係る保健衛生用品を購入するた

めの経費、感染拡大防止の取組みを徹底することに伴う業務量の増加への対

応に必要なかかり増し経費等の全部または一部を補助することにより、園内

における感染拡大防止および円滑な教育活動の支援を目的とする。

（補助対象経費等）

第２条 この要綱に基づく補助金（以下「補助金」という。）の交付の対象と

なる経費(以下「補助対象経費」という。）は、感染拡大防止を図るために必
要な次に掲げる経費とする。

（１）保健衛生用品（マスク、消毒液等）の購入に要する経費

（２）業務量の増加への対応に必要なかかり増し経費（人件費（預かり保育

を実施したことに係る経費に限る。）、旅費、需用費、通信費、リース

料、研修参加費等）

（３）前２号に掲げるもののほか、感染拡大防止を図るための物品等で区長

が必要と認めるもの

（補助金の交付額等）

第３条 補助金の交付額は、別表の左欄に掲げる補助対象経費の合計額と同表

の右欄に掲げる補助基準額を比較し、いずれか少ない金額とする。

（交付申請）

第４条 私立幼稚園の設置者（以下「設置者」という。）は、補助金の交付を

受けようとするときは、区長が別に定める期日までに、次に掲げる書類を、

区長に提出しなければならない。ただし、区長が認める場合には、添付書類

の提出を一部省略することができる。

（１）品川区私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付申

請書（第１号様式）

（２）購入する物品等の一覧を示す計画書

（３）かかり増し経費に係る確認書（第２条第２項のかかり増し経費を申請

する場合）

（４）かかり増し経費の算出根拠資料（第２条第２項のかかり増し経費を申
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請する場合）

（５）その他支払いの根拠となる書類

（補助金の交付決定等）

第５条 区長は、前条の規定による補助金の交付申請があった場合は、関係書

類を審査したうえで、補助金を交付することと決定したときは品川区私立幼

稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付決定通知書（第２号様

式）により、補助金を交付しないことと決定したときは品川区私立幼稚園新

型コロナウイルス感染症感染拡大防止物品等購入費等補助金不交付決定通

知書（第３号様式）により、それぞれ当該申請を行った設置者に通知するも

のとする。

（補助金の請求）

第６条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた設置者（以下「補助事業

者」という。）は、品川区私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費

補助金請求書（第４号様式）により、速やかに補助金の支払を請求しなけれ

ばならない。

（補助金の交付）

第７条 区長は、前条の規定による請求があった場合は、関係書類を審査し、

適当と認めたときは、当該請求に係る補助金を当該補助事業者に交付するも

のとする。

（決定の取消し等）

第８条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金

の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。

 （１）偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

 （２）補助金を他の用途に使用したとき。

 （３）補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件その他法令またはこ

の要綱に違反したとき。

２ 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、

既に補助金を交付しているときは、当該補助金の交付決定の全部または一部

を取り消された補助事業者から、交付した補助金の全部または一部を返還さ

せるものとする。

３ 区長は、第１項の規定による補助金の交付決定の取消しをしたときは、品

川区私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付決定取消

通知書（第５号様式）により、当該補助事業者に通知するものとする。

（違約加算金）

第９条 補助事業者は、第８条第２項の規定により補助金の返還を命じられた

ときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、



当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、

既納額を控除した額）につき年１０．９５％の割合で計算した違約加算金

（１００円未満を除く。）を納付しなければならない。

２ 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても３６５

日当たりの割合とする。

（違約加算金の計算）

第１０条 区長は、前条第１項の規定により違約加算金の納付を命じた場合に

おいて、補助事業者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまで

は、その納付金額は、当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

（他の補助金等の一時停止）

第１１条 区長は、補助事業者に対し補助金の返還を命じ、補助事業者が当該

補助金または違約加算金の全部または一部を納付しない場合において、その

者に対して交付すべき他の補助金等があるときは、相当の限度においてその

交付を一時停止し、または当該補助金と未納付額とを相殺するものとする。

 （書類の保存）

第１２条 補助事業者は、補助事業に係る収支の状況を会計帳簿によって明ら

かにさせておくとともに、当該会計帳簿および補助事業に係る収支に関する

書類（以下これらを「補助事業関係書類」という。）を当該補助事業の完了

した日の属する会計年度の終了後５年間整理保存しなければならない。

（消費税仕入控除税額の報告）

第１３条 補助事業者は、補助事業の完了後に消費税および地方消費税の申告

により補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額（以下「消

費税仕入控除税額」という。）が確定した場合は、品川区私立幼稚園新型コ

ロナウイルス感染症対策事業費補助金消費税仕入控除税額報告書（第６号様

式）により、速やかに区長に報告しなければならない。ただし、補助事業者

が全国的に事業を展開する組織の支部、支社、支所等であって、自ら消費税

および地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等（以下「本部等」と

いう。）で消費税および地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課

税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととする。

２ 区長は、前項の規定による報告があった場合において、必要があると認め

るときは、消費税仕入控除税額に相当する額の全部または一部を区に納付さ

せるものとする。

３ 区長は、補助事業者が第１項の規定により付した条件に違反した場合にお

いて、必要があると認めるときは、補助金の全部または一部を区に返還させ

るものとする。

（準用）



第１４条 補助金の交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、品川区

補助金等交付規則（昭和３９年品川区規則第４号）に定めるところによるも

のとする。

 （委任）

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、子ども未来

部長が別に定める。

   付 則

１ この要綱は、令和３年４月１日から適用する。

２ この要綱に基づく補助金は、令和３年４月１日から令和４年３月３１日ま

でに発注および支払を行った感染拡大防止のための物品の購入等に係る経

費について、適用する。

別表（第３条関係）

備考 

１ 当該補助対象経費に充てるために寄せられた寄付金その他の収入がある

場合にあっては、その合計額（１，０００円未満の端数があるときは、

その端数を切り捨てる。）を控除する。

２ 補助金の交付は、同一施設において１回に限り受けることができる。 

補助対象経費 補助基準額

（１）保健衛生用品（マスク、消毒液

等）の購入に要する経費

（２）業務量の増加への対応に必要な

かかり増し経費（人件費（預か

り保育を実施したことに係る

経費に限る。）、旅費、需用費、

通信費、リース料、研修参加費

等）

園の認可定員により以下の基準額

とする。

① ２０人以上５９人以下

６４０，０００円

② ６０人以上

７４０，０００円



第１号様式（第４条関係）

      品川区私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付申請書 

年  月  日

品川区長 あて

設置者

(幼稚園名           ）  

所在地            

電話番号             

 品川区私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金について、下記のとおり関係書類

を添えて申請する。

記 

１．施設名称                     

２．交付申請額        金          円

  （内訳）

  対象項目 補助対象経費（円） 合計（円）(Ａ＋Ｂ) 補助基準額 

Ａ 保健衛生用品   

園の認可定員により以下の

基準額とする。

① ２０人以上５９人以下

６４０，０００円

② ６０人以上

７４０，０００円 

Ｂ かかり増し経費   

(※)交付申請額は、合計額と補助基準額を比較し、いずれか少ない金額の方を記載すること。 

３．添付書類

  ・購入する物品等の一覧を示す計画書

・かかり増し経費に係る確認書（第２条第２項のかかり増し経費を申請する場合）

・かかり増し経費の算出根拠資料（第２条第２項のかかり増し経費を申請する場合）

・その他支払いの根拠となる書類



第２号様式（第５条関係）

第     号

   年  月  日

    品川区私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付決定通知書 

設置者名          様

（幼稚園名           ）

品川区長         □印

  年 月 日付で申請のあった品川区私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金

について、下記のとおり交付決定したので通知します。 

記 

交付決定金額            円



第３号様式（第５条関係）

第     号

   年  月  日

    品川区私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金不交付決定通知書

設置者名          様

（幼稚園名          ） 

品川区長         □印

  年 月 日付で申請のあった品川区私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金

について、下記のとおり不交付を決定したので通知します。

記 

理由



第４号様式（第６条関係）

品川区私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 

請求書 

金  額 ￥

十 万 千 百 十 円

件 名  品川区私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金について

上記の金額を請求します。

  年  月  日

品川区長 あて

幼 稚 園 名             

所  在  地            

設  置  者               



第５号様式（第８条関係）

第     号

   年  月  日

   品川区私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付決定取消通知書

設置者名          様

（幼稚園名          ） 

品川区長         □印

    年  月  日付第      号により通知しました、品川区私立幼稚園新型コロナウ

イルス感染症対策事業費補助金の交付決定について、品川区私立幼稚園新型コロナウイルス感染症

対策事業費補助要綱第８条第３項の規定に基づき、下記の理由で取り消したので通知します。 

記 

取消理由



第６号様式（第１３条関係）

年  月  日

品川区長 あて

設置者住所

設置者名（法人名）

施設・事業所名

（所在地             ）

代表者氏名           

品川区私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金消費税仕入控除税額報告書 

     年  月  日付    第   号により交付決定を受けた品川区私立幼稚園新型コ

ロナウイルス感染症対策事業費補助金のうち、品川区私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費

補助要綱第１３条第１項の規定に基づき、消費税および地方消費税の仕入控除税額を下記のとおり

報告します。

記

１．確 定 申 告 年 月 日

２．決 算 期 間

３．消費税および地方消費税の申告の有無

４．仕入控除税額の計算方法

５．消費税および地方消費税

の 仕 入 控 除 税 額 金           円

※積算根拠となる資料を添付してください。


